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誰もが安心して住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、地

域の皆さんや福祉を推進する関係機関等と連携し、生活支援の

仕組みの充実や、支え合える地域づくりを進めるため、市社協

では『ささえあいのまちづくり情報交換会』を開催しています。 

2 月 27 日に山崎本社みんなのあいプラザで開催した情報

交換会では「一人ひとりの悩みや不安に寄り添う・ささえあう

地域を考えてみる」をテーマに、株式会社地域事業再生パート

ナーズの今若明さんから「暮らし手の目線から地域をみると」

についてお話を伺いました。 

コミュニティ関係者、民生委員児童委員、サロン関係者、地

域の活動者、関係機関職員など約 70人の参加がありました。 

活動紹介では、宮園団地住まいづくりの会 交通移動・医療介

護班チーム「獏(ばく)」代表の荻谷智志さんより、住民の高齢

化や免許返納に伴う移動手段の切実な悩みを解消するために

取り組んでいる「ミニバス旅と勉強会」について発表していた

だきました。 
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廿日市市社協 廿日市地域の福祉情報紙 

Letter 
レ タ ー 

 廿日市地域のサロン・ 見守 り活動など様々な福祉の取組みを

伝える情報紙 「つながＬ ｅ ｔ ｔ ｅ ｒ （ レター） 」 は皆さんからいただいた

赤い羽根共同募金で発行しています。  

  

会の後半では、地区ごとにゲーム形式でグループワー

クを行い、自分たちの地域で起きている課題を 15 種類

のカードから選択し、その解決に向けた具体策を住民同

士、関係職員も含めて話し合い、参加者全員で共有しまし

た。 

 「地域のエネルギー、活力の高さを感じることが出来

た」「なかなか思いつかない方策を多々実行されている」

「会の終わりに次に何をするか決めることが重要」「地域

の課題を自分ごととして考えることが大切だと感じた」

など、参加者の地域への想いが一層強くなったと感じと

れる情報交換会となりました。 

 廿日市市社協では、これからも地域福祉の推進に向け

て住民の皆さんと一緒に考え、取り組んでいきたいと思

います。 

地域住民と支援者、立場が異なる人たち
が一緒に考えることが大切です（今若明
さん） 

誰でも地域のために動くことができる。
さまざまな地域団体と連携し、継続した
活動に参画していきたい（荻谷智志さ
ん） 

 
 皆さんの地域の取組みを
市社協地域福祉課まで 
ぜひお知らせください！  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心 配 ご と 相 談(１３：００～１６：００) 

会 場  山崎本社みんなのあいプラザ 

※職員対応の場合あり 

司 法 書 士 相 談(１３：００～１６：００) 

会 場  山崎本社みんなのあいプラザ 

予 約  地域福祉課 

認 知 症 介 護 相 談(１３：３０～１５：３０) 

会 場  地御前市民センター 

不 登 校 相 談  

(１１：00～１２：00、１３：00～１５：00) 

会 場  山崎本社みんなのあいプラザ 

予 約  地域福祉課 

成年後見専門相談会(１３：00～１6：00) 

会 場  山崎本社みんなのあいプラザ 

予 約  廿日市市成年後見利用促進センター 

※相談は無料です。 

※電話でも受付けます。（認知症介護相談を除く） 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

3月

日 月 火 水 木 金 土

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2

4月

住民一人ひとりが“主役”の福祉のまちづくり 

社会福祉法人 廿日市市社会福祉協議会 
  

廿日市市新宮１丁目１３－１（山崎本社みんなのあいプラザ内） 

※業務時間 平日８：３０～１７：１５ 

【１階】……………………………………………………………………… 

□総務課 □地域福祉課 □生活支援課 

□はつかいちボランティアセンター    電話：２０－０２９４ 

【３階】……………………………………………………………………… 

□はつかいち生活支援センター      電話：２０－４０８０ 

□廿日市市成年後見利用促進センター   電話：２０－５１７６ 

□はつかいちひきこもり支援ステーション 電話：２０－５１７５ 

URL https://hatsupy.jp   Ｅ-mail  chiiki@hatsupy.jp 

＝ 相 談 カ レ ン ダ ー ＝ 

＝ そ の 他 の 相 談 ＝ 
相談受付 ９:００～１７:００ 

自分自身の心配ごとや地

域の中で気になる人の相

談は、まず社協へ 

はつかいち生活支援センター 

◇経済的な困りごとの相談 

地域福祉課      生活支援課 

◇福祉総合相談   ◇かけはしに関する相談 

はつかいちボランティアセンター 

◇ボランティア相談 

 

◇成年後見制度に関する相談 

 

◇ひきこもりに関する相談 

〇×クイズに参加される皆さん 

「少し難しかった」という声も

ありましたが、「相談先が分かっ

てよかった」といった感想も寄

せられました。 

成年後見制度は、繰り返し触

れることで理解が深まる制度で

す。詳しく知りたい方は、廿日

市市成年後見利用促進センター

へお問い合わせください！ 

 2 月 18 日、サロン「北山お茶会」で成年後見制度の出前講座を行いま

した。当日は 13 人が参加され、クイズや動画を交えながら制度について

学んでいただきました。 

～ボランティア活動保険のご案内～
ボランティア活動保険は、ボランティア活動中のさまざまな事故に

よる活動者の傷害や賠償責任などを補償します。 

補償期間は４月１日（中途加入の場合は加入日の翌日）から翌年

３月３１日までです。 

加入プラン及び保険料は基本プラン３５０円、

天災・地震補償プラン５００円の２種類です。 

問合せ・加入手続きは市社協各事務所で受付

けますので、お近くの窓口をご利用ください。 

廿日市市社協公式 Instagram 

公式 LINEアカウントはじめました！ 

お友達募集！ 


